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福祉・健康フェスティバル２０２６ステージショー出演団体募集要項 

 

１ 開催概要 

（１）目 的 

誰もが、安心して暮らせ、心ゆたかで生きがいのある福祉のまちづくりを推進するた

めに、福祉、健康、医療、ボランティア等の関係各団体が連携し、福祉・健康フェステ

ィバルを開催することにより、地域住民の福祉意識高揚を図る。 

（２）日 時 

令和８年１０月１１日（日） 午前１０時から午後３時 

（３）会 場 

刈谷市総合文化センター及びその周辺 

（４）内 容（予定） 

・ボランティア団体等による出展ブース 

・大ホールダンスイベント 

・みなくるステージでのダンスや演奏などのパフォーマンス発表 

・キッチンカー 

・スタンプラリー 

（５）参加者 

約６，０００人（令和７年度実績） 

（６）主 催 

刈谷市福祉・健康フェスティバル実行委員会 

（７）共 催 

刈谷市、刈谷市社会福祉協議会 

（８）後 援 

刈谷市教育委員会、公益社団法人刈谷市シルバー人材センター、刈谷市ボランティア連

絡協議会、刈谷市共同募金委員会、株式会社エフエムキャッチ 

 

２ 募集内容 

（１）ＥＶＥＲＹＢＯＤＹ ＤＡＮＣＥ！ 

 ア 日時 
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  １０月１１日（日） １１時半～１５時のうち、１団体２０分以内 

 イ 場所 

  総合文化センター 大ホール 

ウ 対象者 

  市内を中心に活動している１０人以上の団体 

  ※１０人以上で構成されたグループで出演すること。 

 エ 募集内容 

  大ホールステージでのチアダンス、創作ダンス、フラダンスなどのダンスパフォーマン

スの発表 

 オ 募集定員 

  ６団体程度 

  ※申込多数の場合、選考により決定いたします。 

（２）みなくるステージショー 

ア 日時 

  １０月１１日（日） １２時～１５時のうち、１団体３０分以内 

 イ 場所 

  みなくる広場 

ウ 対象者 

  市内を中心に活動している団体 

 エ 募集内容 

  みなくるステージでのダンス、演奏、空手などのパフォーマンスの発表 

 オ 募集定員 

  ６団体程度 

  ※申込多数の場合、選考により決定いたします。 

（３）参加料 

  無料 

（４）注意事項等 

・出演場所の仕様は刈谷市総合文化センターHP（https://www.kariya-bunka.jp/）及び刈

谷市 HP（https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/bunka/minakuru/1005285.html）か

らご確認ください。 
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・ＥＶＥＲＹＢＯＤＹ ＤＡＮＣＥ！は、前日又は当日にリハーサルが可能です。 

（舞台照明と合わせてリハーサルを行いたい場合は、当日のみ舞台照明と合わせたリハー

サルができます。） 

・みなくるステージショーは、前日、当日ともにリハーサルを実施することができません。 

・マイクなどの貸出物品を準備しますが、決められた物品以外は各団体で用意してくださ

い。 

・主催者が傷害保険及び賠償責任保険に加入しますが、全ての事象が保険の対象となるわ

けではありません。 

・会場までの交通費、昼食代などはご自身で負担ください。 

・出演時間には、準備、片付け、入退場の時間を含みます。 

・使用する楽曲、映像、衣装、演出等に関する著作権その他の権利処理は、各団体の責任

において行ってください。 

・火気、水、粉、危険物の使用その他安全管理上支障がある演出はできません。 

 

３ 申込概要 

（１）申込方法 

 Googleフォーム（https://forms.gle/W8uMfYuyF6ByFnoC7）から申し込み。 

（２）申込期限 

 ７月１７日（金）まで 

（３）選考結果連絡 

 ７月２４日（金）以降、応募者全員に登録したメールアドレスへ連絡します。 

（４）注意事項等 

 ・申込は、ＥＶＥＲＹＢＯＤＹ ＤＡＮＣＥ！又はみなくるステージショーのどちらかを

選択していただきます。 

 ・１団体で複数グループを申し込む場合は、出演するグループごとに申し込みをしてくだ

さい。 

・ご入力いただくメールアドレス宛に、選考結果や必要な連絡などをお送りします。 

・要件を満たさない場合には、参加をお断りすることがあります。 

・出演順及び出演時間は、主催者が調整のうえ決定します。 

・楽屋を希望する団体は申込時に選択してください。なお、希望状況等により、ご希望に

▲申込フォーム  
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添えない場合があります。当日は施設利用案内及び主催者の指示に従ってください。 

・イベント当日に撮影した写真や動画を、市又は実行委員会の広報、記録等に使用する場

合があります。 

 

４ イベントの中止 

・災害発生、気象による警報の発令等で事前に中止を決定した場合は、各団体の代表者に

連絡します。 

・事前に中止連絡がない場合でも、当日午前６時時点で刈谷市に大雨・暴風・氾濫のいず

れかの警報及び特別警報が発表されている場合は開催を中止とします。 

 

＜問い合わせ先＞  

刈谷市社会福祉協議会事業推進課事業係 

電 話 ０５６６－６２－６６７６  

ＦＡＸ ０５６６－２５－２５６６   

メール vc.kyogikai@kariyashi.jp 


